
■上級試験（大学卒業程度）

◇第１次試験 ◇第２次試験

■初級試験／市町立小・中学校事務職員採用試験（高校卒業程度）

◇第１次試験 ◇第２次試験

種 目 対 象 方 法 等 種 目

教養試験 一般事務、警察事務、小・中学校事務 択一式（50問 2時間） 作文試験

口述試験

適性検査

試験区分
採用予定

人 員

受験者数

Ａ

第１次口述

試験対象者数

第１次試験

合 格 者 数

最終合格

者数 Ｂ

競争率

Ａ／Ｂ

行 政 45 人程度 619(167) 223(46) 93(21) 47(14) 13.2

環 境 行 政 ２人程度 46(13) 10( 4) 4( 2) 2( 2) 23.0

警 察 事 務 ４人程度 54(32) 16( 8) 7( 4) 4( 3) 13.5

化 学 ３人程度 32( 5) 15( 3) 6( 0) 2( 0) 16.0

林 業 ３人程度 12( 0) 6( 0) 6( 0) 3( 0) 4.0

水 産 １人程度 13( 0) 5( 0) 3( 0) 1( 0) 13.0

機 械 １人程度 9( 0) 4( 0) 2( 0) 1( 0) 9.0

上

級

総 合 土 木 15 人程度 48( 3) 27( 2) 23( 2) 13( 0) 3.7

一 般 事 務 ２人程度 17(10) － 8( 3) 3( 2) 5.7初

級 警 察 事 務 ２人程度 19( 7) － 12( 5) 5( 2) 3.8

小・中学校事務 16 人程度 104(52) － 54(24) 16(13) 6.5

（ ）は女性で内数

種 目 対 象 方 法 等 種 目

教養試験 全試験区分 択一式（45 問中 40問選択 2時間） 論文試験

口述試験

適性検査
専門試験 全試験区分

択一式（40 問 2時間）

※総合土木のみ、 （45 問中 40 問選択 2時間）

口述試験 全試験区分 筆記試験で一定点数以上の者に対して実施

※あくまで予定ですので、詳しくは、必ずそれぞれの試験の受験案内をご確認ください。

試験の種類 主な受験資格
受験案内等

配布開始日

申 込 み

受付期間

第１次

試験日

第２次

試験日

最終合格

発 表

５月16日

～
上 級
(大学卒業程度)

昭和52年４月２日から

平成２年４月１日まで

に生まれた者

５月 16日

６月３日

（筆記）

６月26日

（口述）

７月中旬

８月上旬 ８月下旬

８月22日

～

初 級

小・中学校事務

(高校卒業程度)

平成２年４月２日から

平成６年４月１日まで

に生まれた者

７月１日

９月 7日

９月25日 10月上旬 10月下旬

郵送または持参の場合

所定の申込書に必要事項を記入し、人事委員

会事務局あて提出してください。

◇郵送：必ず簡易書留で送付してください。

◇持参：受付期間中、月曜日から金曜日の 8 時

30 分から 17 時 15 分に受け付けます

（祝日を除く）。

インターネットの場合

県ホームページの「採用案内」にある受験案内

のページから進み、画面上の指示に従って申込

みを行ってください。

配布場所

県庁受付、各環境・総合事務所、東京事務所

等で配布します。

郵送を希望する場合

あて先を明記した返信用封筒（140 円切手を

貼った角形２号）を同封して、人事委員会事務局

あて送付してください。

ダウンロードする場合

県ホームページの「採用案内」にある受験案内

のページから、申込書をダウンロードすることがで

きます。

受験申込み

第１次試験

第２次試験

最終合格発表

採用候補者

名簿記載

第１次試験

合格発表

採 用

県ホームページ、県庁

前掲示板等において、

受験番号で発表します。

「３．受験申込みの方法」

をご覧ください。

草津試験場または大津

試験場で実施（試験によ

り会場は異なります。）。

第１次試験の合格者に

対して行います。

県ホームページ、県庁

前掲示板等において、

受験番号で発表します。

最終合格者を採用候補

者名簿に記載し、任命

権者の請求に応じて提

示（推薦）します。

採用は、平成24年 4月

1日の予定です。

受験票受領
申込みが完了すると、受

験票が交付されます。



ｂ
公営企業管理者 企 業 庁

病院事業管理者 病院事業庁

議 会 事 務 局

事 務 局

教 育 機 関教 育 委 員 会

県 立 学 校

警 務 部

生活安全部

刑 事 部

交 通 部

警 備 部

警 察 学 校

公

安

委

員

会

警

察

本

部

警 察 署

選挙管理委員会 事 務 局

人 事 委 員 会 事 務 局

監 査 委 員 事 務 局

労 働 委 員 会 事 務 局

収 用 委 員 会 事 務 局

海区漁業調整委員会 事 務 局

内水面漁場管理委員会 事 務 局

職 種 職 務 内 容

行政、一般事務 企画計画、庶務、予算経理、広報広聴、調定徴収、対外折衝、許認可、行政指導等の一般行政事務

環 境 行 政 環境等に関する企画計画、許認可、行政指導等の行政事務

警 察 事 務 警察業務に関する予算の編成・要求、財産・物品の維持管理、庶務・経理・交通行政等の一般事務

小・中学校事務 給与事務、教材・教具の購入、文書の発送・保管等の教育活動の諸条件の整備に関する学校事務

化 学 環境・衛生等に関する行政事務および関連する試験・検査等の業務

農 業 農業に関連する知識・技術の普及指導、行政事務および関連する試験研究等の業務

林 業 治山・林道等の事業に係る企画等、林業に関する知識・技術の普及指導等および関連する行政事務

水 産 水産業に関する知識・技術の普及指導、行政事務および関連する試験研究等の業務

建 築 建築の設計・監督・検査、建築確認等の業務および関連する行政事務

電気(電気工学) 電気設備等に関する設計・施工管理・保守管理等の業務および関連する行政事務

機 械 機械設備等に関する設計・施工管理・保守管理等の業務および関連する行政事務

総 合 土 木 道路・河川・港湾・都市計画・土地改良事業等の企画・設計・施工管理等および関連する行政事務

知事のトップマネジメントのもと、県政情報の発信や広聴を進めるとともに、県民の安全を
守るため、防災対策・危機管理などの仕事をしています。

県行政の大きな方向付けを行い、県政を取り巻く様々な課題に対して一丸となった対

応を行うため、部局横断的な企画立案・総合調整、消費生活、土地対策、情報公開・
個人情報保護、男女共同参画施策の推進、ＮＰＯ活動の支援、安全なまちづくり、文化
芸術振興、人権施策の推進、ＩＴ化の推進、統計などの仕事をしています。

行財政基盤の確立と県庁力の最大化を目指し、条例等の立案、私学振興、職員の人
事や組織、県行政の経営改革、協働型県政の推進、財政、県有財産の管理、県税、
市町の行財政運営の助言、県営工事の検査、公営競技事業などの仕事をしています。

環境と調和した持続可能な社会の実現を目指し、琵琶湖の総合保全、公害対策、環
境学習の推進、地球温暖化対策、廃棄物対策、下水道の整備、森林・林業、自然環

境保全、琵琶湖レジャー対策などの仕事をしています。

琵琶湖環境部

県民の健康の保持・増進と福祉の向上を図るため、保健・衛生、健康づくり、医療・薬

事、食品の安全確保、高齢者・障害者福祉、子ども・青少年の健全育成、少子化対策
などの仕事をしています。

活力に満ちた新しい地域経済の創造を目指し、商工業発展のための助成・指導、地域
産業の振興、新産業の振興、企業誘致の推進、雇用・就業機会の創出、歴史や自然
を活かした観光産業の展開、国際交流などの仕事をしています。

商工観光労働部

地域の特性を活かした魅力ある農業および水産業の振興を目指して、環境こだわり農
業の推進、生産基盤の整備、担い手の育成や技術の開発・普及、琵琶湖漁業の振
興、農村の振興などの仕事をしています。

農政水産部

活力ある地域社会を支える社会基盤を「創る」、また災害などから県民の生命と財産を

「守る」ため、鉄道・道路などの交通施策・基盤整備や住宅行政、河川・港湾・砂防など
の施設整備の仕事をしています。

土木交通部

県の会計機関として、公金の出納・保管、財務会計オンラインシステム・物品電子調達

システムの管理運用、グリーン購入の推進、会計実地検査、決算の調製などの仕事を
しています。

会計管理局

知

事

副

知

事

知事直轄組織

総合政策部

総務部

健康福祉部

給与など（平成 23年４月１日現在）

採用試験の種類 採用時

上級（大学卒業程度） 177,906 円

初級／小・中学校事務

（高校卒業程度）
143,778 円

※上記の額は、それぞれ相当学歴の新規学卒者を例にと

ったものですので、卒業後に職歴がある場合や短期大

学・大学院等を卒業している場合には、一定の額が加算

されます。

※その他、地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、

期末・勤勉手当等の支給があります。

※昇給は、原則として毎年 1回です。

勤務時間

原則として、月曜日から金曜日までの午前

8時 30分から午後 5時 15 分まで（完全週

休 2 日制）です。ただし、職場や仕事の内容

によって異なる場合があります。

休暇など

年次有給休暇は、年 20 日（ただし、4 月 1

日採用者は最初の年は 15 日）。特別休暇

（病気、忌引、夏季、結婚、配偶者出産休暇・

男性職員育児休暇等）、介護休暇、育児休

業等の制度があります。

配属

新規採用時には、事務系は、原則として本

庁と地方機関に約半数ずつ配属されます。技

術系は、現場に近い地方機関に配属されるこ

とが多くなっています。おおむね 3 年後には、

違った分野の仕事や他の勤務地に異動しま

す。

異動

本人の希望を参考に、4～5 年のサイクル

で適材適所の異動を実施しています。福祉な

どの部門では、専門職員を育成する必要か

ら、本人の希望も考慮し、比較的長期間の勤

務になることもあります。 

昇任 

  昇任は選考方式で行っており、勤務実績な

どを考慮し、学歴、性別に関係なく能力主義

により行われます。 

〔基本的な職制ライン〕 

主事・技師 → 主任主事・主任技師  

→ 主査 → 副主幹 → 主幹 → 課長補佐  

→ 参事 → 課長 → 次長 → 部長 

  
独身寮・住宅 

大津市にある唐橋寮、坂本職員住宅・独身

寮をはじめ、県内に独身寮、世帯住宅を備え

ています。 

宿泊・保養施設 

  全国の地方公務員共済組合施設を組合員

料金で利用できます。 

   大津市の琵琶湖畔に「ホテルピアザびわ

湖」があり、宿泊・会食・婚礼などに利用できま

す。 

共済・互助会制度 

  病気、けが、入院、結婚、出産などに対し、

給付や手当金を受けられるほか、住宅資金、

生活資金などの貸付制度があります。 

保健事業 

  各種セミナーや健康事業を開催しているほ

か、余暇活動などへの支援を行っています。 

サークル活動 

  文化系 13、体育系 15 のサークルがあり、

活発に活動をしています。 

 

 

 

 「人こそが最大の経営資源」との認識のもと、

県民のくらしの視点に立った県政運営を推進す

るため戦略的な人材育成に取り組んでいます。 

政策研修センター研修 

  採用直後の新採職員を対象とした研修で

は、職員としての心構えや態度、職務に必要

な基礎的知識・技能を習得するための政策研

修センターでの講義のほか、グループ活動等

を通して協調性・連帯感を醸成し、職場への

円滑な適応を図るための研修を実施していま

す。その後も職務段階に応じて、特に求められ

る能力を育成させるための実践的研修を昇任

時に実施しています。 

派遣研修 

国、県内各市町、他府県、自治大学校等

への派遣研修を実施しています。 

部門研修 

  職員が業務を遂行する上で必要となる政策

形成能力の向上等を目的に、部局および地

域単位での研修を行っています。 

 

 

 

  


